
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

３．企業属性 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

最終更新日：2015年7月10日
川崎汽船株式会社

代表取締役社長執行役員 村上 英三

問合せ先：総務グループ長 小榑 慎吾 TEL: 03-3595-5521

証券コード：9107

http://www.kline.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 
企業がその社会的責任を果たし、株主等ステークホルダーの負託に応え、持続的に成長していくには、コーポレート・ガバナンスを確立していくこ 
とが必須です。 
当社は、コーポレート・ガバナンス体制とリスク・マネジメント体制の整備強化に取り組み、グループ全体に企業倫理を徹底しつつ、有機的かつ効 
果的なガバナンスの仕組みを構築し、収益・財務体質の強化と相まってコーポレート・ブランド価値を高め得るよう、継続的に努力しています。 
 
（株主その他のステークホルダーの位置付け、経営監視機能に対する考え方） 
当社は、当社と各ステークホルダーの円滑な関係の構築、すなわちCSR(企業の社会的責任)活動を通じて企業価値及び雇用の創造、さらに健 
全な企業経営の維持を促すことができるものと考えており、かつ経営監視機能としての位置づけにある監査役及び内部監査室さらにコンプライア
ンス委員会とその事務局である企業法務リスク・コンプライアンス統括グループを含めた全体的な監視・監督機能を充実させることで、当社の継
続性が担保され、株主に対する説明責任が果たされるものと考えています。 
 
（企業グループ全体における考え方） 
コーポレート・ガバナンス体制はグループ全体を視野に入れており（模式図参照）、以下に列挙する重要な規範や組織はグループ会社も参加した
うえでグループで共有し、それ以外の分野についても「関係会社業務処理規程」に従い、グループ全体のコーポレート・ガバナンス体制を構築して
います。 
・グループ企業行動憲章 
・コンプライアンス制度 
・環境マネジメントシステムと環境グローバルネットワーク 

外国人株式保有比率 30%以上

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 56,463,000 6.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 47,807,000 5.08

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT 39,054,000 4.15

MSCO CUSTOMER SECURITIES 35,394,000 3.76

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託川崎重工業口 再信託受託者 資産管理サービス信
託銀行株式会社

32,923,073 3.50

JFEスチール株式会社 28,174,000 2.99

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 19,107,000 2.03

株式会社みずほ銀行 18,688,000 1.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 15,597,000 1.66

東京海上日動火災保険株式会社 14,010,000 1.49

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

――― 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部、福岡 既存市場
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４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

決算期 3 月

業種 海運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数
300社以上

――― 

当社子会社 川崎近海汽船（株）は東京証券取引所第二部に上場しています。 
同社との関係に照らしてのコーポレート・ガバナンスに関する当社の方針は以下のとおりです。 
・当社は同社を企業グループ全体に於ける考え方の例外とせず、企業行動憲章や環境マネジメントシステムを共有いたします。 
・同社は、金融商品取引法、証券取引所有価証券上場規程等市場に関連する法令、規則を遵守し内部情報を管理するとともに、各ステークホル 
ダーとの関係に配慮する経営方針であり、当社もそれを尊重しています。 
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

薮中 三十二 その他 ○

木下 榮一郎 他の会社の出身者 ○

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

薮中 三十二 ○

薮中三十二氏は、株式会社小松製作所 
の社外取締役を兼務しており、当社は同 
社と業務上の取引がありますが、取引額 
は連結売上高の１％未満です。

薮中三十二氏は、長年にわたり外交官として 
培ってきた豊富な国際経験と知見を当社の経 
営に活かしていただくため、社外取締役として 
選任しています。また、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないことから独立役員として指 
定しています。

木下 榮一郎 ○

木下榮一郎氏は、農林中央金庫の経営
管理委員を兼職しており、当社は同金庫
から金銭の借入（2015年３月末時点で当
社連結総資産額の１％未満）を行っており
ますが、同氏が務める経営管理委員は融
資の決定に関与していません。

日本銀行における長年の経歴に基づく豊富な 
金融知識と、長年の経営者としての経験と幅
広い知識と知見を当社の経営に活かしていた
だくため、当社社外取締役として選任していま
す。また、一般株主と利益相反の生じるおそれ
がないことから独立役員として指定していま
す。
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【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

会社との関係(2)

 

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役は、会計監査人から定期的に監査計画・監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行うなどして緊密な連携をとっ 
ています。 
監査役は、内部監査室と定期的に打合せを行い、内部監査室から監査計画及びその進捗状況について説明を受けると共に、内部監査室から代
表取締役へ報告されている月次報告の回付も受けています。一方、監査役が実施した業務監査の報告書を内部監査室にも配付し、情報の共有 
化を図っています。また、監査役による関係会社往査にあたっては、必要に応じて会計監査人・内部監査室と協力して行う等、相互に連携・協力
して活動しています。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

渡邉 文夫 他の会社の出身者 △

重田 晴生 学者

林 敏和 他の会社の出身者 △ △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

渡邉 文夫  

渡邉文夫氏が在籍していた株式会社み
ずほ銀行は当社発行済株式の1.98％の
株式を保有しています。当社は同銀行か
ら金銭の借入（2015年３月末時点で90,94
8百万円）を行っております。

大手銀行の役員、他社の社長として培われた 
企業経営等の経験と知識を、当社の経営全般
の監視に活かしていただけると判断し、社外監
査役として選任しています。

大学教授・弁護士として企業法務に精通し、企
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【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

重田 晴生 ○

重田晴生氏は弁護士法人エル・アンド・ジ
ェイ法律事務所の弁護士を兼職しており、
当社と同弁護士法人とは業務上の取引
がありますが、同氏は当社依頼案件に一
切関与しておりません。

業経営を統治する十分な見識を有しており、こ
れに基づき、第三者の視点から公正な監査を 
していただくことを期待するため社外監査役と 
して選任しています。 
また、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないため、独立役員として指定しています。

林 敏和 ○

林敏和氏が在籍していた川崎重工業株 
式会社の社外監査役として当社元取締役
である鳥住孝司氏が就任しています。 
同社はみずほ信託銀行株式会社退職給 
付信託川崎重工業口再信託受託者資産 
管理サービス信託銀行株式会社の保有 
する当社発行済株式の3.50％の株式の
議決権を保持しており、当社は同社の発
行済み株式の1.03％を保有しています。 
また、当社と同社は業務上の取引があり 
ますが、取引高は連結売上高の２％未満
です。また、同氏は同社の取締役を2012
年6月に退任しています。

長年にわたる経営者としての豊富な知識と多く
の経験に基づき、社外の客観的視点から実効
的な監査をしていただくため社外監査役として 
選任しています。

独立役員の人数 4 名

――― 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況 業績連動型報酬制度の導入

取締役の報酬月額の決定は取締役会決議により、株主総会の決議による報酬月額総額の範囲内において各取締役の職位及び業績評価に基
づいて決定しています。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

2015年３月期に係る役員報酬として、取締役14名に391百万円、監査役4名に82百万円を支払いました。なお、上記には、2014年６月25日開催の 
第146期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役4名に係る報酬を含んでいます。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

役員報酬等の額は、職責に見合ったものとなるよう決定しており、取締役についてはそれに加えて業績向上へのインセンティブとなるよう、業績に
応じた報酬等を支給することとしています。 
取締役の報酬等は月例報酬と賞与から構成されています。各取締役の報酬月額の決定は取締役会決議により、株主総会の決議による報酬月 
額総額の範囲内において各取締役の職位及び業績評価に基づいて決定しています。賞与は取締役会で業績に基づいて支給総額に関する株主
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【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

総会議案を決議し、株主総会の決議により支給総額を決定しています。各取締役への支給額の決定は取締役会決議により、各取締役の職位及
び業績評価に基づいて決定しています。 
監査役の報酬等は月例報酬のみであり、各監査役の報酬月額は、株主総会の決議による報酬月額総額の範囲内で監査役の協議により決定し 
ています。 
なお、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度は2006年6月に廃止しています。 

社外取締役に対しては、経営企画グループが取締役会に先立って必要な説明、情報提供を行うとともに、重要な業務執行について報告をするな
ど、社外取締役の円滑な職務遂行を支援しています。 
また、監査役補助者を置くとともに、その規程を定め、監査役を補助する体制を確保しています。監査役補助者は、業務の執行にかかる職務を兼
務せず、監査役補助者の考査は監査役自身が行い、取締役からの独立を確保しています。 

（業務執行の状況） 
当社の取締役会は社外取締役２名を含む９名の取締役で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他の経営に関する重要事 
項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しており、毎月１回以上開催しています。なお、取締役会の書面決議制度も導入し、機動的な取 
締役会運営を図ることを可能としています。 
また、取締役会とは別に、取締役兼務を含む全執行役員と監査役の全員が出席する執行役員会を原則として毎月２回開催し、自由な討議を通し
て社長執行役員又はその代行者の意思決定に資するとともに、重要事項に係る情報を出席者の間で共有しています。 
 
（監査役設置会社形態を採用している理由） 
当社は、2015年６月24日現在で４名の監査役が在任しています。当社がこの体制を採用している理由は、近年の法改正により監査役の権限と独
立性はより強化されており、制度として企業統治に有効と判断していること、及び取締役会・監査役会・経営会議等の会社機関も含めた体制によ 
り、法制度に則った十分な手続きが実施されており、企業統治が適正に機能していると認識していることによります。 
 
(監査の状況) 
当社は監査法人（新日本有限責任監査法人）と監査契約を締結しており、監査法人は、公正不偏の立場で監査を実施しています。 

当社では、複数名の社外取締役を含む取締役会と、業務執行にかかる事項を討議する執行役員会を設置し、経営の透明性と効率性の向上を図
っています。また、監査役と内部監査室との連携により、監査の実効性の維持・向上にも努めており、このような体制によって株主等ステークホル
ダーの負託に応えることができるものと考え、現在の体制を採用しています。 
当社の社外取締役には、外交官や経営者としての長年の経験や知識を踏まえて、取締役会において中立的な立場から質問や意見を述べていた
だいています。 
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の３週間前までに発送しています。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会集中日を避けて開催することとしています。

電磁的方法による議決権の行使 2006年から導入し、インターネットによる議決権の行使を可能としています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

議決権行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行使の利便性向上に配慮してい 
ます。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知及び事業報告全文の英語版を作成し、東証及び自社ホームページに掲載していま
す。

その他
東証及び自社ホームページに招集通知（事業報告を含む）・決議通知を掲載しています。招集
通知の掲載は発送の２日前に行いました。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 自社ホームページにＩＲポリシーとして掲載しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 2013年５月に開催しました。2015年８月～９月にも開催予定です。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算の都度実施するとともに、中期経営計画発表の際は同時に実施 
しています。社長スモールミーティングも年に数回実施しており、施設見学会、 
セミナー（事業別説明会）も年に数回実施しています。また、証券会社主催の 
セミナー等にも積極的に参加しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

海外投資家については、2014年９月と2015年２月に東京で開催された海外投
資家向けカンファレンスに出席しました。 
海外の投資家訪問については、直近では2015年６月に北米にてカンファレン
ス・ロードショーを実施しました。 

あり

IR資料のホームページ掲載

http://www.kline.co.jp/ir/stock/indivisual/index.html 個人投資家向けページ 
（個人投資家向け会社案内含む）、決算短信、決算説明（含む音声アーカイ 
ブ）、報告書、株主通信、決算公告、有価証券報告書、“K” LINE REPORT、フ 
ァクト・ブック、IRポリシー、リスク情報、IRスケジュール、株主総会報告、経営 
計画、株価情報、格付情報、アナリスト一覧、適時開示情報、FAQ、注意事 
項、お問合わせ、IRメール配信サービスを掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置 担当部署：IR・広報グループIR室、担当役員：あり

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

・「グループ企業行動憲章」及び「川崎汽船企業行動憲章実行要点」を制定しています。グルー 
プ企業の行動原理を明らかにするために、グループ企業行動憲章では、川崎汽船グループは 
人権の尊重及び法令等の遵守を事業活動の基本とすること、企業の発展は社会と共にあるこ 
とを認識し、行動憲章の原則に従って行動することを宣言しています。また、川崎汽船企業行動 
憲章実行要点では、グループ企業行動憲章の実行に際しての、それぞれのステークホルダー 
との関係を含む当社としての具体的行動指針を定めています。 
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・環境保全を含むCSR活動推進を統括・促進するため、社長を委員長とし、代表取締役と関連 
部門の執行役員で構成する、社会・環境委員会を設置しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

・「CSR基本方針」として「事業活動による影響に対する配慮」、「新たな価値の創出」を定義。 
・ステークホルダーとの対話を通じて認識したCSRの重要課題の解決に向け、中長期的なゴー
ルを設定し、その実現に向けた単年度目標を策定。 
・グループの15社がISO14001認証を取得、グループ外の傭船船主も加えた環境マネジメントシ 
ステム及びグループの世界環境ネットワークにて環境保全を推進。 
・独自のノウハウ/品質基準を備えた国際規格による安全運航体制 
・顧客、取引先：＊環境保全・社会貢献活動での協働 
          ＊公正で差別のない取引 
・株主、投資家：グループ企業行動憲章及び川崎汽船企業行動憲章実行要点において、株主、 
 投資家と広くコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことを規定。 
・従業員：＊採用と処遇における機会均等 
      ＊職能向上に適した階層別研修 
      ＊職場の安全衛生の確保 
・社会：国内外の地域社会との交流、災害義捐、環境プロジェクト支援等の社会貢献活動。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

金融商品取引法、不正競争防止法、個人情報保護法等情報規制法令を遵守しつつ、以下の手 
段により各ステークホルダーに適時・公正に情報提供をしています。 
・“K” LINE REPORTの発行（毎年夏期） 
・顧客、取引先との会合 
・株主総会、投資家説明会等会合 
・ホームページを中心とする、ITによるステークホルダーとの双方向意見/情報交換 
・証券取引所及び金融庁への適時開示 
・報告書、株主通信 
・会社案内 
・社員研修、人事相談
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なも
のとして法令等で定める体制の整備に取り組んでいます。 
具体的には、取締役会が内部統制システムを構築し、有効性を評価し、その機能を確保していく責務を負っています。 
さらに、内部監査室が、内部監査による監視・検証を通じて、その整備・維持・向上に関する取締役会の責務遂行を支援する役割を担っていま 
す。監査役は、取締役による内部統制の構築とその仕組みが有効に機能することの監視を行っています。 
グループ会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全体に適用する行動指針として、グループ企業行動憲章を定め、これを基礎と
してグループ各社で諸規則を定めています。また、「関係会社業務処理規程」を定め、グループ会社に対し一定の重要事項については、承認、協
議又は報告を要するものとしています。

当社グループは、「社会秩序や市民の安全を脅かす反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する」旨を、「グループ企業行
動憲章」にて宣言しており、当社においては、「川崎汽船企業行動憲章実行要点」に定める行動指針に則り、反社会的勢力の排除及び一切の関 
係遮断に取り組んでいます。 
当社は、本社内に反社会的勢力の対応統括部署を定め、平素から、警察、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（特防連）、専門の顧問弁護士 
等の外部機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行っています。また、反社会的勢力の対応統括部署内に相談窓口を設置し、
当社及び当社役職員が、反社会的勢力から不当要求を受けた場合、外部専門機関と連携しながら迅速に対応できる体制を構築しています。
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Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

買収防衛策の導入の有無 なし

当社は、2006年6月開催の定時株主総会において、買収防衛策を導入し、2009年及び2012年6月開催の定時株主総会において、その方針に所
要の変更を加えたうえで更新しています。2015年6月開催の定時株主総会（本定時株主総会）終結の時をもって有効期間の満了を迎える本方針
の取り扱いについて、買収防衛策を取りまく環境や国内外の機関投資家の声も参考にしつつ、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点か
ら慎重に検討しました。その結果、本方針の更新時と比較すると経営環境の変化により本方針の当社における必要性が相対的に低下しているも
のと考えられることから、2015年5月21日開催の取締役会において、有効期間が満了する本定時株主総会終結の時をもって本方針を更新しない
ことを決議いたしました。 

・金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性確保のための内部統制の評価・報告制度への対応として、当社グループの内部統制システムの 
構築・整備を進めるにあたり、内部監査室が独立的な立場からその評価と監視を行っています。 
 
・ 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。 
 
1. 適時開示に係る担当部署及び執行の仕組み 
 （１）証券取引所に対する届出の担当部署 
 適時開示に該当する事項は総務グループに集約され、証券取引所への届出は同グループ長が総務担当執行役員の決裁を得て行います。 
 ただし、決算情報については経理グループ長が経理担当執行役員の決裁を得て行います。 
 （２）社内における情報集約と開示文書の作成 
 適時開示に該当する事項の社内届出（総務グループへの集約）と開示文書の作成は、当該事項を所管する各グループ長が行います。 
 
２. 適時開示情報の把握・管理 
 （１）原則的方法 
  1）当社に関する事項については、当該各事項を所管するグループ長がこれを把握し、総務グループ長に届け出ます。 
  2）子会社に関する事項については、「関係会社業務処理規程」等に基づいて各管掌グループ長がこれを把握した後、子会社を統括管理する 
   関連事業推進グループ長に一旦集約の上、同グループ長が総務グループ長に届け出ます。 
 
 （２）副次的方法（監視体制） 
  下記の三者は、取締役会、執行役員会の議案・報告事項を適時開示要否の観点から監視します。 
  1）経営企画グループ長（両会議の事務局として議題を取り纏め、審議案件の形式要件を審査する職務にあります） 
  2）総務グループ長（証券取引所に対する届出責任者です） 
  3）総務担当執行役員 
 
これに加えて、子会社役員を兼務する当該役職員は、派遣先の動きを適時開示の観点から把握し、該当事項のある時は子会社責任者に助言す
ると共に、関連事業推進グループ長に通知します。 
 
３. 適時開示の流れ 
 上記の適時開示体制を図示します（別紙）。 
 
４. 内部情報の管理 
 適時開示を行うまでの内部情報の管理については、「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規則」により、適切な情報管理と内部者取引
の未然防止に努めています。 
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 業務遂行の体制、経営監視及び内部統制の仕組み
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（別紙） 
＝ 適時開示に関る業務執行の仕組み ＝ 
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